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調剤をしていて疑問lこ思ったこと，医師または患者さんに聞かれて困ったこと，医師に疑義照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと.ありませんか? 皆さんの疑問に各分野の専門家があ替えいたします。

ご質問をお寄せください。要項は次頁にあります。回答は本誌に掲載することによってのみ行います。電話やファクシミリに

よる回答はご容赦ください。また.特殊なケースの質問は，採用されないこともありますのであらかじめこ7承ください。

外来受診においても現物給付化が導入される

と聞きました。保険薬局にも関係あるのでしょ

うか。 (匿名希望)

保険医療機関(病院診療所)だけでなく，保険

薬局の窓口での支払いについても対象となります。

健康保険では，保険医療機関や保険薬局における患

者の窓口負担が同一月に一定額(自己負担限度額)を超

えた場合に，その超えた金額を患者に支給する制度が

設けられています。これを高額療養費制度といいます。

また，高額療養費制度には現物給付化といって，同

一の保険医療機関での患者の窓口負担が自己負担限度

額を超える場合に，患者の窓口での支払いをその額ま

でにとどめるという仕組みがあり，入院療養において

表 高額療養費の現物給付化に関する Q&A(抜粋)

〈外来の高額療養費の現物給付化の基本事項〉

[質問 11今回の改正により，何が変更となるのか。
(回答)限度額適用認定証等を提示し，患者が外来の
診療を受けた場合についても，入院した場合と同様
に，医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額
までにとどめることができる仕組みが導入されます。

[質問21対象となる医療機関等はどこになるのか。
(回答)保険医療機関，保険薬局，指定訪問看護事業
者などで受けた保険診療が対象となります。(柔道整
復，銭灸，あん摩マッサージの施術は対象外です)

〈外来現物給付化における高額療養費の算出関係〉

[質問 1011つの薬局で複数の医療機関の処方せんがあ
る場合はどうするのか。

(回答)1つの薬局の場合，同一の医療機関から発行さ
れた処方せんで調剤された費用についてのみ合算さ
れます。

(厚生労働省保険局保険課.事務連絡 「高額療養費の外来現物給付化J
に附する Q&Aについて。平成23年12月2日付けより )

導入されていました。

一方，外来の場合には，同一月の窓口負担が自己負担

限度額を超えたとしても，いったん患者がその額を支

払わなければなりませんでしたが(後日，患者が健康

保険組合などに高額療養費の支給申請の手続きを行う

ことにより，実際に窓口で、支払った額と限度額の差額

が支給される). 2012年4月1日からは，外来受診の際

にも限度額を超える分を窓口で支払わなくても済むよ

う見直されることになりました。この取り扱いは，保険

調剤に係る一部負担金，すなわち保険薬局の窓口での

支払いも対象となります(衰の質問1および質問2.図)。

ただし，患者が外来受診において高額療養費の現物

給付化の適用を受けるためには，それを希望する患者

ごとに，加入している健保組合などへ「認定証J(限度

高積立外来...を受ける置さまへ

・・t1:.Jド... j姐~['ヨ~I.: ・・ :ri司B河-

『冨定値J.などを蝿示すれば.
・ロでの支払いが-.の・・にとど時られます

回 輔副UI! i! !'ijj i hlli!H 

es 一一; ~同 …
昨 ....叩

-"'..巴耐2"'10." _- .'.D.山 a・1岡山
一 同町

ζ同での奮闘"・帽聞・..."t'IS...開輔副 蜘国..，比M ・0
...・E・... ・~Lt .:.(J叫刷叫い吐峠岨.ax.. ~~'，ヒ..・m・

乱回・脚副凋唱曲同 制・帽A.4ttt即時剖・艦隊 匂 畑 町・/

E ， ......... .- ~. ~ 一 一一一
.，.・・・.方 ・}<....._..~・どもZ叫。.""岬岡山'...，固・........)吉田岬叫町明
f);IJ ".f"..1..て〈佐@い

70・臥.1:1$..・で"....・-6.tJl.J.叫 U聖RFEFM即 応酬

".臥阜で

…-一 6..!Y..'" ~!.~.~!~・帽』
t.Qr:..~降、て(t!~い

A
 

掴
• 

-
M
 

• 
働
W

-
vaヨ

崎
船

F
-

L
O
 

--.た
担抽

・
円，

副
司
刷

・リ-n
:
nae 

M

J

・
2
Z
一

山
剛
山

嗣
剛
刷

M
m
崎

明
・
凶

唱
団四
刷・4

J 
。 車生型倒

思慮23tr:12.1!1

園 高額な外来診療の支払いに関
する啓発ポスター
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額適用認定証)の交付を事前に申請して，その認定証

を保険医療機関や保険薬局の窓口に提示することが必

要です。また. 70歳以上の患者のうち，非課税世帯等

ではない人の場合は認定証の交付申請は必要ありませ

んが.70-74歳は「高齢受給者証J.75歳以上は 「後

期高齢者医療被保険者証」を提示することで，同様の

取り扱いを受けることができます。

そして，患者から認定証や後期高齢者医療被保険者

証などの提示を受けた保険医療機関や保険薬局におい

ては，施設ごとにその患者の自己負担限度額まで一部

負担金を徴収します。高額療養費の現物給付化の仕組

みは，施設単位で自己負担限度額を管理せざるを得な

いものであるため，たとえば保険薬局での限度額の管

理にあたっては，保険医療機関や他の保険薬局におけ

る支払額を含めることはできません(後日，患者が健保

組合などへ支給申請の手続きを行う必要があります)。

また，複数の保険医療機関から処方せんが交付されて

いる場合には，保険医療機関ごとに限度額を管理する

必要がありますので注意してください(表の質問 10)。

処方せんに先発医薬品のOD錠が記載されてい

ても，変更調剤後の薬剤料が変更前と比較して

同額以下であれば，処方医への疑義照会をせずに後発

医薬品の普通錠に変更調剤することは可能ですが(後

発医薬品への変更可能な処方せんで，かつ，患者が同

意している場合)，患者の了解が得られていたとして

も疑義照会せずに同じ銘柄(先発品)の普通錠に変更

することはできないのでしょうか。 (匿名希望)

OD錠から普通錠への変更(または，その逆)は，

後発医薬品へ変更調剤する場合に限り認められ

ます。後発医薬品へ変更可能な処方せんに基づいて変

更調剤を行う場合，同一剤形・同一規格の後発医薬

品への変更が基本となりますが，変更調剤後の薬剤料

が変更前と比較して同額以下であれば，処方医へ疑義

照会を行わずに，類似する別剤形や含量規格が異なる

後発医薬品へ変更することが認められています。

しかしこれは，後発医薬品の使用促進の一環とし

て認められているもので. 2010年4月1日より前まで

は，後発医薬品へ変更可能な処方せんで、あっても. [先

発医薬品のOD錠コ後発医薬品の普通錠〕への変更(ま

たは，その逆)は認められていませんでした。

現行ルールでは， 一定条件の下(後発医薬品へ変更

可能な処方せんで，かつ，患者が同意しているなどに

〔先発医薬品のOD錠二今後発医薬品の普通錠〕への変

更(または，その逆)は可能ですが，先発医薬品同士

の変更(先発医薬品の普通錠∞先発医薬品のOD錠)

については，処方医への疑義照会が必要です。

質問の募集
調剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者さんに聞かれて困ったこと，軍師に
凝豊富照会して対応したがいまひとつ納得できないことなどはありませんか? 皆さん
の疑問に各分野の専門家がお答えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集j要項

1.質問の範囲

①笑際の処方せんの疑義解釈に関する質問

たとえば，処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実例や疑

義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる実例で，専門家

のな見が知りたい，という場合など。

②保険調剤・調剤報酬などに関する質問

たとえば，どのようなケースが調剤拒否に該当するのか? 請求

もれがあった場合の対応は?という質問など。

③調剤技術などに関する質問

たとえば.A散と B末を配合しでもよいか? また.c錠を粉砕

してよいか? という調剤技術上の質問など。

2 質問は文書で日本薬剤師会 『調剤と情報j係まで，ご連絡くだ

さい。

3. 誌上では匿名の扱いをいたしますが，さらに詳しい内容をお聞

きしないと回答できないこともありますので，住所，氏名，電

話番号を必ず明記ください。

4. 質問の採否ならびに回答者の選択は，編集委員会で決めさせて

いただきます。

5. 質問ならびに回答は無料です。

6.質問が採用された方には じほうから図書カードが贈呈され

ます。

ただし，本コーナーへの質問はあくまでも 『調剤と情報j誌への縄載を前提としておりますので，偲人的 ・特殊な質問にはお答えできません。ご了承
くださし、。また.回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。
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